
 第４８回全国高等学校総合文化祭岐阜大会 大会テーマ毛筆表現募集要項 

 

１．応募資格 

  岐阜県内に在住又は在学する、中学校、高等学校、特別支援学校（中学部・高等部）及び義務教育学校後期課程、高等専

門学校（3年次まで）の生徒を対象とします。 

 

２．応募規定 

 （１）「大会テーマ」を毛筆で表現してください。 

 

 

 

（２）応募点数は無制限とします。 

 （３）用紙は画仙紙・半切（348㎜×1360 ㎜）とし、縦書きと横書きの両方を募集します。（両方でも片方でも構いませ

ん。） 

（４）書体は、楷書、行書、隷書のいずれかとします。各文字は一文字ずつ、つなげずに書き、親しみをもって読める字で

表現してください。 

 （５）自作未発表のもので、個人で書いた作品とします。 

 

３．応募方法 

（１）各学校へ配布又は岐阜県ホームページに掲載する応募用紙に必要事項を記入して応募作品にゼムクリップで添付し、

下記「応募・問い合わせ先」へ直接送付するか、学校（クラス・部活動等）で取りまとめて応募してください。（応募の

際の送料は、応募者又は学校の負担とします。） 

 

４．応募締切 

令和 3年 12月 10日（金）（必着） 
 

５．審査・表彰 

 （１）応募作品は、開催準備委員会生徒委員会部会等の審査を経て、第 48回全国高等学校総合文化祭岐阜大会開催準備委員

会において、最優秀作品と優秀作品を決定します。 

 （２）最優秀作品と優秀作品の受賞者については学校を通じて通知し、令和 4年 6月開催の第 48回全国高等学校総合文化祭

岐阜大会第 1回実行委員会で表彰する予定です。また、副賞として図書カード（最優秀作品：5千円、優秀作品：2千

円）を贈呈します。 

 

６．その他 

 （１）最優秀作品を「第 48回全国高等学校総合文化祭岐阜大会」の大会テーマの毛筆表現として利用するにあたり、必要に

応じて一部を修正する場合があります。ただし、これらの改変であっても、最優秀作品の本質的な部分を損なうことが

明らかな改変はできないものとします。 

（２）前項以外の改変を行う場合は、あらかじめ受賞者の承諾を得るものとします。 

（３）最優秀作品の著作権（著作権法（昭和 45年法律第 48号）第 21条から第 28条までに規定する権利をいう）は受賞者

に帰属します。ただし、岐阜県は、最優秀作品を独占的に利用できるものとします。 

（４）岐阜県及び後催県は、最優秀作品を、次に掲げる利用目的に利用できるものとします。 

ア 岐阜県が本大会をＰＲするため、各種制作物に掲載のうえ複製、譲渡、貸与、配布等すること。また、令和 8年

3月 31日までの間、ウェブ等に掲載し、無料で配信すること。 

イ 岐阜県が本大会の記録として保存するため、また、後催県への情報提供のために複製すること。また、後催県が

大会準備活動のため広報物等に複製し、配布・配信等すること。 

（５）応募作品は返却しません。 

（６）岐阜県が受賞作品を利用するにあたって、受賞者の氏名の表示をしない場合があります。 

（７）最優秀作品と優秀作品がすでに他に使用されているものと同じ又は類似していることが判明した場合や、応募に際し

て不正行為等が判明した場合は、審査結果発表後であっても賞を取り消す場合がある。 

 （８）応募者の個人情報は厳正に管理し、本募集以外の目的には使用しません。 

（９）結果発表、記録及び広報の目的で、最優秀作品と優秀作品及び受賞者の学校名・学年・氏名をホームページ等で公表 

するとともに、報道機関へ情報提供する予定です。あらかじめ了承の上で応募してください。 

 

＿応募・問合せ先＿ 

  岐阜県環境生活部県民文化局文化伝承課 全国高校総合文化祭開催準備係 

  〒500－8750 岐阜県岐阜市薮田南２－１－１ 

  電話：058－272－8257  ＦＡＸ：058－278－2824  E-Mail：c11148@pref.gifu.lg.jp 

大会テーマ 

集え青き春  漕ぎ出せ知の筏  水面煌めく清流の国へ 

mailto:c11148@pref.gifu.lg.jp

